
佐倉市条例第   号 

   佐倉市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 （佐倉市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 佐倉市国民健康保険税条例（昭和３４年佐倉市条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項

ただし書中「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１

４万円」を「１６万円」に改める。 

  第２３条中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に、

「１４万円」を「１６万円」に改める。 

  第２４条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号を次

のように改める。 

 （１）納税義務者の氏名、住所及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第５項に規定する個人番号をいう。） 

 （佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年佐倉市

条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１項ただし書を次のように改める。 

   ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  附則第１項に次の各号を加える。 

 （１）附則第４項（見出しを含む。）の改正規定（「又は法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と」の次に「、第

２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法



附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と」を加える部分に限る。）、附則第１４項の改正規定（「租税条約の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改め

る部分に限る。）及び附則第１５項の改正規定（「租税条約実施特例法」

を「租税条約等実施特例法」に、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分

に限る。） 公布の日 

 （２）附則第１５項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑

所得」に改める部分に限る。） 平成２８年１月１日 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第２条の規定 公布の日 

（２）第１条中第２４条第２項第１号の改正規定 平成２８年１月１日 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の佐倉市国民健康保険税条例の規定は、平成２

８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 
 


